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                 専修大学情報科学センター料金細則 

 

                           （昭和 60 年４月１日制定） 
改正 昭和 60 年 10 月１日   昭和 62 年 10 月  １日 

平成  8 年  4 月１日   平成１１年  ５月１４日 
平成１３年  ４月１日 

 

第１条 この細則は、専修大学情報科学センター規程第１６条第３項の規定に基づき、情 

 報科学センター（以下「センター」という｡）の利用に伴う料金に関する事項を定める。 

第２条 専修大学情報科学センター利用細則（以下「利用細則」という｡）第３条第１号、 

 第２号、第 4 号及び第 5 号による利用者は、別表第１に定める利用料金を負担しなけれ

ばならない。 

２ 利用細則第３条第３号による利用者は、別表第２に定める利用料金を負担しなければ 

 ならない。ただし、専修大学が別に定める実験実習料を納入する者の利用料金は、実験

実習料より充当する。 

３ 利用料金は、次の各号に定める利用の場合これを徴収しない。 

 (1) センター業務に従事する教職員が、システム管理及び開発等センターの運営に必要 

   な業務に利用する場合 

 (2) 本学の専任教職員が、学術研究のために利用する場合 

(3) 授業科目を担当する教員が授業（授業の準備を含む｡）で利用する場合 

(4)  その他センター長が相当と認めた場合 

第３条 利用料金は、利用申請時に経理課に納入する。 

第４条 利用者が利用料金を納入しない場合、センター長は当該者に対し利用停止措置を 

 講ずることができる。 

第５条 この細則で定めるもの以外の消耗品等の料金は、情報科学センター運営委員会（以

下「運営委員会」という｡）が徴収することを妥当であると認めた場合において、当該料

金を徴収することができる。 

第６条 この細則の改廃は、運営委員会の議を経て学長が行う。 

    附 則 

１ この細則は、昭和 60 年４月１日から施行する。 

２ この細則の施行と同時に、昭和 56 年３月 23 日制定の「専修大学電子計算機室料金 

 細則」は、廃止する。 

   附 則 

 この細則は、昭和 60 年 10 月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、昭和 62 年 10 月１日から施行する。 
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     附 則 

   この細則は、平成８年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この細則は、平成１１年５月１４日から施行する。 

      附 則 

  この細則は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第１（第２条第１項関係） 

             料    金    表 

 
 

        基           準    料金（円） 

 
 

 利用申請年度末まで    ２,０００ 

 

 
 
 別表第２（第２条第２項関係） 
             料    金    表 
 
 

 区  分    基           準    料金（円） 

 
 

  １部学生（在学中を通して）    ５,０００ 

 
 

 
 学部学生 
   ２部学生（在学中を通して）    ３,０００ 

 
 

  修士課程（在学中を通して）    ３,０００ 

 
 

 大学院生 

  博士後期課程（在学中を通して）    ３,０００ 

 

 

 

 

 


